
京都府における消費生活相談概要を公表しました 
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令和４年度の 

令和４年度の京都府内の消費生活相談窓口での相談件数は、２１,２４５件で微増（前年度
比 103.3%）しました。お試しの定期購入や、ネット通販やＳＮＳ関連が引き続き増加傾向と
なっています。 

健康食品・サプリメント、美容関連商品等を通

信販売で購入する際に、「無料お試し」や「低額

のお試し価格」と思って注文したところ、定期

購入の条件が付いていたといった相談は増加

に拍車がかかっています。（④2,128件、③

1,378件、前年度比154.4％） 

お試しの定期購入に関する相談は増加
に拍車 
 

通信販売にはクーリング・オフ制度はありませ

ん。いったん注文すると、簡単に契約がなかった

ことにはできません。注文前に返品・解約の条件

を確認しておきましょう。低価格を強調する広

告は特に詳細に確認しましょう。 

ネット通販に関する相談は、近年増加傾向に

あり、注文した商品が届かない「商品未着」、

業者と連絡がとれなくなる「連絡不能」等に関

する相談件数も増加しています。（④1,770

件、③1,358件、前年度比 130.3％） 

インターネット通販の商品未着・連絡不
能等に関する相談は増加傾向  

通信販売にはクーリング・オフ制度はありませ

ん。お金や個人情報の詐取等を目的とした詐

欺的な通販サイトもあります。少しでも怪しい

と思ったら利用しないようにしましょう。個人

名義の銀行口座に代金の振込みはしないよ

うにしましょう。 

ＳＮＳに関する相談は増加の一途 

ＳＮＳに表示された広告がきっかけとなったトラ

ブル、ＳＮＳで知り合った人がきっかけになった

トラブルなど、ＳＮＳに関する相談は増加傾向に

あります。（④1,386件、③1,118 件、前年度比

116.7％） 

高額な契約を勧誘されたり、話が違うと思っ

たらきっぱりと契約を断り、クレジットカード

での高額決済や借金をしてまで契約しない

ようにしましょう。また、トラブルに備えて

SNS等のやり取りの記録は消さずに残しま

しょう。 

高齢者からの相談は、これまで減少傾向でし

たが、R４年度は増加しました。全体の相談割

合は 31.2％となり、依然高い水準です。 

販売購入形態としては、通信販売が最も多く、

また、訪問販売では、70代、80代以上で多く

なっています。 

高齢者からの相談が増加 

消費者庁イラスト集より 



 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご注意下さい！ 

最近こんなトラブル増えています 

お試しの定期購入 

ネット通販で定期購入の条件（縛り）がないことの記

載を確認して口臭予防歯磨き粉を注文した。効果が

ないので解約しようとしたところ、４回の定期縛り

となっていた。解約のためには２回目からは発送の

１０日前の電話が必要となっていた。お試し価格は５

００円、２回目から２個６,０００円で届くようだ。（50

歳代女性） 

 事 例  

☝ 通信販売にはクーリング・オフ制度はありませ

ん。いったん注文すると、簡単に契約がなかったこ

とにはできません。注文前に返品・解約の条件を

確認しておきましょう。 

☝ 低価格を強調する広告は特に詳細を確認しまし

ょう。 

アドバイス 

低価格で誘う 
換気扇やエアコンクリーニングの電話勧誘 

自宅に電話があり「お試し価格の３千円で、換気扇や

エアコンのクリーニングができる」と勧誘され、換気

扇の掃除を依頼した。業者が来訪し換気扇を掃除し

た後、汚れが付きにくくなるからと、コーティングを

強く勧められ、断れずに承諾した。すると、風呂場や

洗面所の換気扇もコーティングされて約３０万円も

請求された。高額だと思う。（８０歳代） 

☝ 低価格と勧誘されても、電話の説明だけでは詳

しい内容は分かりません。安易に訪問を承諾せ

ず、いったん切って、周りに相談するなどしてか

ら判断しましょう。 

☝ 電話勧誘トラブルの防止には、通話録音装置

や迷惑電話対策機能が付いた電話機を使用す

ることも有効です。 

アドバイス 

 事 例  

暮らしのレスキューサービスでの 
トラブル 

夜間にトイレの排水管が詰まったので、マグネット

広告の業者に電話をかけて来訪してもらった。そ

の際は薬剤注入で直ったが、２日後に流れが悪く

なり再度来訪依頼して見てもらったところ、便器

交換を勧められ、最終的に便器取り替え及び床

張り替えで、計２４万円を支払った。ところがまた

２日後に流れが悪くなった。クーリング・オフでき

るか。（80歳代男性） 

☝ 緊急を要するトラブルの発生に備え、地元の

工務店や自治体の管工事組合など信頼のおけ 

る事業者を探しておきましょう。 

☝ 料金や作業内容に納得できない場合は、きっ

ぱりと契約を断り、その場での支払いはしない 

ようにしましょう。 

 

 事 例  

アドバイス 

布団の処分や点検を口実にした 
強引な訪問販売に注意 

「処分してもよい布団はないか」と男性が訪問してき

たので、2階の押し入れにある座布団を引き取っても

らうことにした。すると、業者が勝手に上がり込んで

押し入れを開け、座布団ではなく 羽毛布団などを勝

手に 出し「このままではダメになってしまうので、リ

フォームしたほうがよい」と熱心に勧めてきた。根負

けして約１３万円の契約をしてしまった。年金暮らしの

身には高額過ぎて支払えない。(80歳代） 

 事 例  

アドバイス 

☝ 「処分してもよい布団はないか」などと訪問されて

も、安易に家の中に入れないようにしましょう。家

の中にあげてしまうと、点検を強いられたり、布団

の購入やリフォームの契約を勧められたりする恐れ

があります。 

 



京都府警察からのお知らせ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪消費生活相談≫（平日 9 時～16 時） 

０７５－６７１－０００４ 

≪若年消費者ほっとダイヤル≫（平日 9 時～17 時） 

０７５－６７１－００４４ 

～困った時は、お気軽にご相談ください～ 

＠消費者庁  

 

「SKY 人生 100 年フェスタ」の啓発コーナーに出展します 

京都府消費生活安全センターでは、地域の集会等での見守りや啓発活動のために使っ

ていただけるグッズとして、推進員及びコンシューマーボランティアの皆さんに、 

詐欺防犯対策競技カルタ「百サギ一蹴」の貸し出しを行います。 

貸し出しを希望される際は、京都府消費生活安全センター（電話０７５－６７１－００３０）

までご連絡をお願いします。なお、個数に限りがございますので、貸出し日については、

ご要望に添えない場合もあります。 

 

京都府消費生活安全センターでは、消費生活

に関する様々な情報を、メールで発信してい

ます。配信ご希望の方は御連絡ください。 

 
発行：京都府消費生活安全センター 

電話：０７５－６７１－００３０（事務） 

FAX：０７５－６７１－００１６ 

ﾒ ｰ ﾙ：kyo-shohisen@pref.kyoto.lg.jp 

 

その他、消費者トラブル防止替え歌（「お断りの歌」「クーリング・オフの歌」）もあります 

見守り、啓発用のカルタを貸し出しします 

２月に依頼させていただきました「悪質な訪問販売お断り！」ステッカーについて、多くの方か

らステッカーやアンケートの配布及び回収等に御協力をいただきまして、誠にありがとうござ

いました。 

皆様からいただきましたアンケート結果については、貴重な資料として京都府消費生活行政

施策の検討のため活用させていただきます。多大な御尽力をいただき、感謝申し上げます。 

 

SKYふれあいフェスティバル 2023「SKY人生 100年フェスタ」が次のとおり開催されます。その中

の「シニアのくらし情報コーナー」に、京都府消費生活安全センターからも啓発コーナーを出展しますの

で、もし当日コーナーの運営手伝いに御協力いただける方がおられましたら、京都府消費生活安全セン

ター（電話０７５－６７１－００３０）までご連絡をお願いします。 

また、その他のコーナーとして、「スマホなんでも相談」（スマートフォンの操作方法やアプリの使い方など

スマホのお困りごと相談）等も予定されており、御興味がある方には、詳細を御案内いたしますので、お

知らせください。 

【SKYふれあいフェスティバル「SKY人生１００年フェスタ」について】 

〇開催日：令和５年１１月１１日（土）１２時３０分～１６時・１２日（日）１０時～１６時  

〇場 所：京都市勧業館みやこめっせ １階 第２展示場 

〇 

 


